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本県域における登録販売者の勤務状況(延べ人数)

本県域における登録販売者の勤務時間数等

①区域管理者 （

（

本県域における登録販売者の勤務時間数等

6

勤務状況

6

配置従事
状況

7

本県域内における従事者ごとの勤務状況等　※休憩時間等従事していない時間帯がわかるように記載してください。

上記の「①区
域管理者」

勤務状況
(全体)

7.5

金

配置販売時間(h)

配置従事
状況

7.5

8

上記の「②そ
の他の登録販

売者者」

勤務状況
(全体)

8

配置従事
状況

10

本県域内における従事者ごとの勤務状況等　※休憩時間等従事していない時間帯がわかるように記載してください。

上記の「①区
域管理者」

勤務状況
(全体)

22 23 24 計

月
　
～
　
木

配置販売時間(h)
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34.5 時間
研修中　　・　　研修済

「研修中」とは、過去五年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者（その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者を
いう。）として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。）に従事した期間
が通算して二年に満たない登録販売者をいう。

○

： 34.5 時間
左の時間数のうち、

配置従事時間数
：②

その他の
登録販売者

氏名 千 葉 花 子 ）
総勤務時間数

事業者名： 千葉県庁薬品株式会社 (許可番号：千第 12345 号) 第一類薬品の取扱い 有　・　無

○ 2 人

42.0 時間
左の時間数のうち、

配置従事時間数
： 42.0 時間

○

氏名 千 葉 太 郎 ）総勤務時間数：

本県域における勤務時間数の算定

ⅰ　登録販売者が一般用医薬品を配置する勤務時間数の一週間の総和 時間

ⅱ　登録販売者の週当たり勤務時間数の総和 時間

× 適

３-1　相談への対応、情報の提供その他の医薬品の販売・授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の
　策定、その他必要な措置（省令３条１項５号関係）

適否 適

適否 適

２ 　薬剤師及び登録販売者が一般用医薬品を配置する勤務時間数の一週間の総和が、本県域における薬剤師
　及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。 （省令３条１項３号関係）

ⅰ 76.5 ≧ ⅱ 76.5 1/2 適否

76.5

76.5

体制省令判断等

１　第二類医薬品又は第三類医薬品を配置販売する時間内は、常時、本県域において薬剤師又は登録販売者
　（研修中の登録販売者を除く。）が勤務していること。  （省令３条１項２号関係）
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上記の「②そ
の他の登録販

売者者」

勤務状況
(全体)

4

配置従事
状況

4

本県域内における従事者ごとの勤務状況等　※休憩時間等従事していない時間帯がわかるように記載してください。

上記の「①区
域管理者」

勤務状況
(全体)

4.5

土

配置販売時間(h)

4.5

配置従事
状況

上記の「②そ
の他の登録販

売者者」

勤務状況
(全体)

３-2　従事者に対する研修の実施状況（省令３条１項５号関係）
適否 適


